
第１　任免及び職員数に関する状況

１ 平成２８年度職員別退職者

（単位：人）

（注） 一般行政職・・・技能労務職を除く全ての職員をいう。

技能労務職・・・運転手、校務員、火葬業務等の職員をいう。

２ 平成２８年度職員採用候補者名簿登載試験の実施状況

（単位：人）

３ 人事交流及び派遣職員（平成２８年度）

期　間

技能労務職

試験区分

上級

中級

初級

一般行政

技能労務

一般行政

技能労務

一般行政

技能労務

417

平成31年3月31日

三種町

三種町

派遣先

秋田県企画振興部市町村課

能代山本広域市町村圏組合

平成29年3月31日

派遣元

520

4

5

7

7

17

20

2

第１次試験
受験者数

第１次試験
合格者数

最　　終
合格者数

採用試験
申込者数

2

平成29年4月1日
採 用 者

定年退職 早期退職
普通退職

三種町人事行政の運営等の状況

9 1 2 1 13

人事交流
（割愛）

懲戒免職
再任用
退職

死亡退職
計

その他

区分

一般行政職

平成２９年９月３０日



４ 部門別職員数の動向（各年４月１日現在）

（注）公営企業等会計部門

１　下水道は、下水道事業及び農業集落排水事業職員です。

２　その他は、国保事業及び介護事業職員です。

３　教育には、教育長を含んでいません。

第２　給与、勤務時間その他の勤務条件の状況

１ 人件費の状況（普通会計決算）

２ 職員給与費の状況（普通会計決算） 人

（注） １　職員手当には、退職手当を含みません。

２　職員数は、平成28年4月1日現在の普通会計における人数です。

平成28年度

１人当たり

給与費

5,663.2

千円

給　与　費

給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

1,053,360

千円

689,275

千円

106,236 257,849

千円 千円

1,669,237

千円 千円

14.876

％

区　分

人件費

Ｂ

人件費率

Ｂ／Ａ

平成28年度
17,253

人

11,220,756

千円

272,855

186職員数

一般行政
部門

特別行政

区　分
住民基本台帳人口

(28年度末)

歳出額

Ａ

実質収支

・事務整理統合による減

・社会教育・学校施設への再任用短時間勤務
職員配置による減等

・新・介護予防・生活支援総合事業開始に伴
う業務増

・行政不服審査対応に伴う業務増
・育休職員の配置換えによる増

・保育士補充による増

・本庁・支所業務の整理統合による減

・事務整理統合による減

・ふるさと資源情報センター開設による増

21 22 1

207 205 ▲ 2

3 0

4 4 0

14 15 1

22 ▲ 3

13 ▲ 2

21 20 ▲ 1

7 8 1

37 1

職員数 対前年
増減数

13 ▲ 1

161 161 0

公営企業等
会計部門

議　会

総　務

民　生

衛　生

農林水産

商　工

合　　計

28年

53

15

14

3

土　木

小　計

教　育

3

水　道

下水道

その他

小　計

12

36

25

　部　門

区　分　
備　考

3 0

55 2

税　務

29年

12 0



３ ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注） ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

【参考】周辺市町村のラスパイレス指数（平成28年4月1日現在）

４ 職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２９年４月１日現在）

（注） １　「平均給料月額」とは、各職種ごとの職員の基本給です。

２　「平均給与月額」とは、給料月額と扶養・住居・時間外手当等の手当を合計したものです。

※「運転手」「火葬業務」については、職員数２名以下であり、個人が特定されるおそれがあるため公表

しません。

（２）職員の初任給の状況（平成２９年４月１日現在）

（３）職員の経験年齢別・学歴別平均給料月額の状況（平成２９年４月１日現在）

（注） 経験年数は、卒業後の換算年数です。採用前に民間企業等で勤務した場合などは、その期間を換算し、

採用後の経験年数に加えます。

高校卒

中学卒
技能労務職

― 円 237,900 円

341,000 円

226,300 円 ― 円 318,100 円

272,800 円

― 円 ― 円 ― 円

10年以上15年未満 15年以上20年未満 20年以上25年未満

一般行政職
271,500 円 302,300 円

区分／経験年数

大学卒

高校卒

円136,597 円 136,597 円 135,500

円

144,662 円 144,662 円 143,500 円

147,283 円 147,283 円 146,100

うち校務員

うち運転手

うち火葬業務

一般行政職

技能労務職

区　分

大学卒

高校卒

高校卒

中学卒

179,643 円 179,643 円 178,200 円

三種町

50.5 歳 238,200 円 265,300 円

297,000 円

49.8 歳 275,600 円 296,900 円

秋田県 国

40.1 歳 274,800 円 361,500 円

一般行政職 歳43.5 312,900 円 350,700

技能労務職

93.8 95.8

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

94.5 94.1 96.1 91.2 92.0 87.3

円

49.5 歳 268,100 円

92.3 95.8

三種町 県内町村平均 全国町村平均

94.5

藤里町 八峰町 大潟村 五城目町 井川町 八郎潟町 上小阿仁村 能代市

91.8

区　分

平成28年

平成27年

93.6 96.3



５ 級別職員数等の状況

（１）一般行政職の級別職員数の状況（平成２９年４月１日現在）

（注） １　職員数は、給与条例に基づく給料表の級区分によります。

２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

（２）昇給期間短縮の状況

６ 職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

・期末手当

・勤勉手当

加算措置の状況 役職加算

（職制上の段階、職務の等級による ・課長・補佐級

　加算措置） ・係長級

・主査級

（２）退職手当（平成２９年４月１日現在）

（注） 退職手当１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

（３）特殊勤務手当（平成２９年４月１日現在）

（ 人） 416,000

59,429

3.81

月分

その他の加算措置

１人当たり平均支給額

定年前早期退職特例（２～４５％）

千円19,028

49.590 月分

％

支給実績（平成28年度決算） 7 円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算） 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成28年度）

5 ％

区分 勤続年数

支給率

勤続２０年

勤続２５年

勤続３５年

最高限度額

自己都合 勧奨・定年

25.55625 月分

34.58250 月分

49.59000 月分

月分20.445

29.145 月分

41.325 月分

49.59000

1.60 月分
平成28年度支給割合

％15

10 ％

区　　　分

１人当たり平均支給額（28年度） 千円1,245

2.50 月分

14.9% 100.0%

平成28年度

職員数（人）　Ａ

特別昇給した職員数（人）　Ｂ

比率　Ｂ／Ａ

207

1

0.5%

全職種

構成比 10.1% 16.9% 20.3% 28.4% 9.5%

主事
計

職員数（人） 15 25 30 42 14 22 148

標準的な職務内容
主管・
課長

参事・
課長補佐

係長・
上席主査

主席主査
・主査

主任

区　分 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級



（４）時間外勤務手当（普通会計職員）

※選挙時間外手当を除く。

（５）その他の手当（普通会計職員）（平成２９年４月１日現在）

（

（

（

（

（
寒冷地手当

11月から翌年３月までの間、減に支給地域に在
勤する職員に対して支給

同 12,064 千円
・世帯主で扶養親族のある職員　17,800円 58,280 円

・世帯主で扶養親族のない職員　10,200円 207 人）

・その他の職員　　　　　　　　 7,360円

184,661 円

人）112

宿日直手当
宿日直勤務をした職員に支給
勤務１回につき4,200円

同 － －

休日勤務手当
休日法による休日などに勤務した職員に支給
１時間当たりの給与額×135/100×勤務時間数

同 － －

夜間勤務手当
正規の勤務時間として午後10時から午後５時ま
での間に勤務した職員に支給
１時間当たりの給与額×150/100×勤務時間数

同 － －

管理職員特
別勤務手当

同 376 千円
15,040 円

25 人）

管理職手当支給対象職員が、臨時又は緊急の必
要があり、週休日等に勤務した場合に支給
１回の勤務につき8,000円以内
（６時間を超える勤務の場合は５割加算）

管理職手当

・主管、総務課長　　　　　　月額48,000円

異 14,628 千円

・課長補佐等、園長、専門監　月額22,000円

298,531 円
（ 49 人）

・課長、次長、局長、支所長　月額40,000円

・参事　　　　　　　　　　　月額32,000円

円227,636

人）22

通勤手当
・交通機関利用　支給限度額　55,000円

同 10,557 千円
60,672 円

・自動車等利用　支給限度額　31,600円 174 人）

借家支給限度額　27,000円
住居手当 同 5,008 千円

扶養手当

・配偶者　　　　　　　　　　13,000円

・扶養親族たる子、父母等（１人につき）6,500
円

同
・扶養親族の要件を満たさない配偶者を有する
者のその他の扶養親族の１人目　6,500円

・配偶者のない職員の扶養親族１人目　11,000
円

・16歳から22歳の子１人につき　5,000円加算

千円

内容及び支給単価

20,682

手当名
国との
異　同

支給実績

（28年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（28年度決算）

ボイラー運転従事職員 ボイラーの運転業務 １日　1,000円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算） 279,479 円

支給実績（平成28年度決算） 千円26,830

税金の徴収業務
４時間以上　600円（１日）

火葬業務手当 火葬従事職員 火葬業務 １日　1,000円

４時間未満　400円（１日）

ボイラー運転業務手当

町税徴収手当 税務徴収職員

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価



７ 特別職の報酬等の状況（平成２９年４月１日現在）

町長、副町長及び教育長の退職手当

給料月額（ 円）× ×勤続月数（任期毎）

給料月額（ 円）× ×勤続月数（任期毎）

給料月額（ 円）× ×勤続月数（任期毎）

８ 勤務時間その他の勤務状況

（１）一般職の勤務時間の状況（平成２９年４月１日現在）

（２）特別休暇の導入状況（平成２９年４月１日現在）

7

11 妻の出産に伴う出産に係る子又は未就学児童の養育 ５日の範囲内

妻の出産 ２日の範囲内10

産前（６週間以内に出産予定である女子） 出産までの申請期間

産後 出産の日の翌日から８週間

9 育児時間（１歳未満の子の授乳等） １日２回30分以内

3 骨髄移植 必要と認められる期間

4 ボランティア １暦年５日の範囲内

5 職員の結婚 連続する５日の範囲内

6 生理休暇 ２日の範囲内

8 妊婦健診

妊娠23週まで　　　　　４週間に１回
妊娠24週から35週まで　２週間に１回
妊娠36週以後出産まで　１週間に１回
（いずれも１回につき１日以内）

番号 休暇の種類 期　　　間

1 公民権の行使 必要と認められる期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等出頭 必要と認められる期間

１週間の正規の
勤務時間

始業 終業

勤務時間
休憩時間

勤務を要しない
休日

38時間45分 午前8時30分 午後5時15分 午前12時～午後1時
・国民の祝日

・12月12日から
　翌年1月3日まで

町　長

副町長

教育長

755,000 0.47

560,000 0.28

513,000 0.21

2.975 月分

円

円

円

円

円

円

755,000

560,000

513,000

288,000

教育長

議　長

副議長 2.975 月分

区　分 給料・報酬月額 期末手当 寒冷地手当

町　長

副町長

255,000 －

支給方法・支給額は
一般職員に同じ

議　員 241,000

月分2.975

2.975 月分

2.975 月分

2.975 月分



第３　分限及び懲戒処分の状況

１ 分限処分の状況（平成２８年度）

２ 懲戒処分の状況（平成２８年度）

14 親族の死亡

降給降任 免職 休職処分事由

勤務成績が良くない

心身の故障

全体の奉仕者にふさわしくない非行があった

処分事由 免職 停職 減給 戒告

法令に違反

職務上の義務違反又は職務を怠った 1

その他

2

職務に必要な適格性を欠く

職制、定数の改廃等による廃職、過員

刑事事件に関し起訴された

19 地震等災害による退勤時の危険回避 その都度必要と認められる期間

15 父母の法要等（死後１５年以内に限る） １日

16 夏季等休暇 連続する３日の範囲内

17 地震等災害被害の復旧 ７日の範囲内

配偶者の祖父母　１日

兄弟姉妹の配偶者　１日

孫　　　　　　１日

兄弟姉妹　　　連続する３日の範囲内

配偶者の父母　連続する３日の範囲内

配偶者、父母　連続する７日の範囲内

子　　　　　　連続する５日の範囲内

祖父母　　　　連続する３日の範囲内

18 地震災害、交通事故による出勤困難 その都度必要と認められる期間

12 子（未就学児童）の看護
１暦年５日の範囲内（子が２人以上の場
合は10日）

13 要介護者の介護等
１暦年５日の範囲内（介護者が２人以上
の場合は10日）

子の配偶者　　１日

番号 休暇の種類 期　　　間



第４　服務の状況

１ 一般職員の年次休暇の取得状況

※１月１日から12月31日までの全期間を在職した町長部局の一般職員の平均日数

２ 介護休暇の取得状況

３ 育児休業の取得状況

平成２８年度に新たに育児休業を取得した職員とその期間

第５　研修及び勤務成績の評定の状況

１ 研修の状況（平成２８年度）

県・市町村合同研修「問題解決力トレーニングⅠ」 2 1

県・市町村合同研修「情報の整理・分析」 2 2

県・市町村合同研修「行政職員のための実用文書作成」 2 1

県・市町村合同研修「段取り力向上」 2 1

県・市町村合同研修「意思決定」 2 2

県・市町村合同研修「実務に活かせる政策法務」 2 1

県・市町村合同研修「業務理解力向上」 2 2

県・市町村合同研修「要因分析」 2 3

県・市町村合同研修「職場で活かすセルフモチベーションスキル」 2 1

県・市町村合同研修「クレーム対応力」 2 1

県・市町村合同研修「認識力・判断力養成」 2 1

市町村職員監督者級Ⅰ研修 2 3

市町村職員監督者級Ⅱ研修 2 7

県・市町村合同研修「業務改善」 2 1

市町村新規採用職員研修（後期） 3 9

市町村職員3年目職員研修 2 4

市町村職員主任級職員研修 2 4

0 0

0

3

3

研修名 日数 人数

市町村新規採用職員研修（前期） 4 9

1 2

1 2 0

6月超え
9月以下

9月超え
1年以下

1年超え
1年3月以下

1年3月超え
1年6月以下

1年6月超え
2年以下

合計
育児休業承認期間

区分

男性

女性

計

3月以下
3月超え
6月以下

0 0

平成２８年度平均使用日数 10.1 日

平成２８年度に介護休暇を取得した職員 0 人



２ 勤務成績の評定状況

（１）評定を実施している項目

第６　福祉及び利益の保護の状況

１ 公務災害及び通勤災害の認定件数（平成２８年度）

２ 健康診断等の実施状況（平成２８年度）

（１）秋田県市町村職員共済組合が実施している人間ドックの利用状況

（２）健康診断の実施状況

３ その他福利厚生

第７　秋田県公平委員会への要求等の状況

0 件

勤務条件に関する措置の要求の状況

不利益処分についての不服申立の状況

件3

0 件

計

ア 普通昇給

イ 特別昇給

ウ 勤勉手当

公務災害

通勤災害

人

3 回

ストレスチェック

職員衛生委員会の開催

0 件

－ 83

市町村アカデミー研修 2 2

市町村アカデミー研修

脳ドック 20 人

日帰りドック 55 人

１泊ドック 10 人

受診者数 277 人

336

3 1

市町村アカデミー研修 5 4

県・市町村合同研修「業務に役立つ法令の読み方」 1 7

県・市町村合同研修「データの見方・活かし方」 1 8

町村会「人事評価者研修」 1 7

県・市町村合同研修「業務マネジメント」 2 1

研修名 日数 人数


